
西岡 真士 さん
下名連石
28歳　就農 10年

工藤　琢也 さん
二津留
27歳　就農２年

頑張る“わきゃもん”～山都町の明日を担う農業者にお話を聞きました～
　両親と私、従業員６人で法
人経営で、キャベツ、白ネギ、
ゴボウ、米もみ種子を作って
います。昔から親の働く姿を
見てきて、洗脳され就農しま
した。
　農業は、天候に左右され繁
忙期は休みがないほど忙しい
ですが、頑張った分うまく返っ
てきてやりがいがあります。
　まだ自分が経営主ではあり
ませんが、将来はしっかり儲
けを出せる農業をして、従業
員に還元したいと思ってい
ます。

　夫婦でピーマンと里芋を栽
培しています。
　来年から、新規品目として
トマトを作りたいと思ってい
ます。ハウスの新設を考えつ
つ、ゆくゆくはトマト中心の
農業にする予定です。
　夫婦二人で、将来は山都町
ではあまり見ないような野菜
も作ってみたいね、とも話し
ています。これから経験を積
んで考えていきたいと思って
います。
　まだまだ就農して 2年目で
すが、これからも夫婦で力を
合わせて一生懸命頑張ってい
きたいと思います。

☆矢仁田 秀典 委員より一言
　一代で大規模農業法人を築き上げた両親の元で、よく頑
張っています。
　将来は、そこに真士君の優しさを加味した、また一味違っ
た経営をしていくんだろうなと楽しみにしています。

☆興梠 修 委員より一言
　農家の後継者として、後継者グループ活動にも積極的に
参加され、地域のリーダーとして期待しています。

山都警察署・署協議会だより 熊本県警のホームページ
http：//www.police.pref.kumamoto.jp/
管内の犯罪・交通事故の発生状況、県警から
のお知らせ等が掲載中です。ＴＥＬ ７２－０１１０

犯罪・交通事故発生状況（山都町）

（　）内は平成27年同時期の発生状況
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※　過去５年間における山岳遭難
　　発生状況
【発生状況】
・発生件数  66件
・遭難者数  105人
　（うち死亡者９人・重軽傷者３１人）
【発生傾向】
・40歳以上の中高年者が86
人で全体の約８割を占めて
います。
・主な原因は、道迷い６２％、滑
落１５％となっ
　ています。

だんだんと暖かくなり、気軽に登山、ハイキングなどを楽しむ季節となりました。
万全な計画と装備で安全に登山を楽しみましょう。

１ 登山届の提出は済んでいますか。
２ 家族や知人に登山日程を連絡しましたか。
３ 余裕のある計画を立てていますか。
４ 気象情報を確認しましたか。
５ 雨合羽、ライト、携帯電話（予備電池も）、防寒具を携行していますか。
６ 食料品、飲料水は余分に用意していますか。
７ 地図、コンパス、ＧＰＳ、笛等を準備していますか。

登山前の安全チェック！！

１ ＱＲコードにアクセス
２ 画面に表示される送信先アドレスを選択
３ メール本文に必要事項を記載し送信
４ 終了

※ 県警ホームページからも登山届が提出できます。
※ 熊本県内の山岳が対象です！！

携帯電話から簡単に登山届が提出ＯＫ！！

登山シーズン到来！！　　　
　　　　　　～山岳遭難の防止～

ＱＲコード

　消費者相談には、「消費者ホットライン　局番なし188番」をご利用ください。
みなさんは、「断っても強引な勧誘が続く」　「無料と聞いていたのに、高額な請求をされた」　「アダルトサイトに
登録され、請求画面が表示された」　「まつ毛エクステンションの施術を受けてから目が痛い。施術に問題がある
と思った。」　「広告を見て、しわ取りの注射をしたら、腫れてしまった」などの経験がありませんか？
　このようなことで困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188番にご相談ください。
　山都町では、平成26年度から上益城５町による広域連携消費生活相談窓口を開設し専門相談員を配置しており
高度な相談にも対応できるような相談体制をとっています。
　今後も継続して消費者被害を未然に防ぐための啓発活動の推進、専門相談員の配置による相談体制の充実を
図っていきます。
・・・・上益城５町広域連携消費生活相談室・・・・・・・・・・・・・・・・・
　月曜日　益城町役場（１F相談室）　　　　　　℡：０９６－２８６－３１１１
　火曜日　御船町役場（総務課２F相談室）　　　℡：０９６－２８２－１１１１
　水曜日　嘉島町役場（１F相談室）　　　　　　℡：０９６－２３７－１１１２
　木曜日　甲佐町役場(甲佐町老人いこいの家)   ℡：０９６－２３４－３２２３
　金曜日　山都町役場（１F相談室）　　　　　　℡：０９６７－７２－３１３３
　日時：毎週月曜日～金曜日(祝日及び年末年始を除く)
　時間：午前９時～午後４時まで（正午～午後１時を除く）

　また、土日祝日も、188に電話をされると、10時から16時まで国
民生活センターで相談を受け付けています。
　また、来所相談も受け付けています。その際は、事前にご連絡を
お願いします。

お問い合わせ先
　健康福祉課　福祉係
　０９６７－７２－１２２９
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88　泣き寝入り！
と覚えてください。

養護老人ホーム「浜美荘」の
運営を民営化します
　町では、養護老
人ホーム「浜美荘」
（定員50名）の運
営を民営化するこ
ととし、運営を担
う社会福祉法人
の公募を行ってい
ます。これは町の
行政改革・組織再編の取り組みのひとつとして実施
するもので、運営を「官から民へ」と移すことにより、
社会福祉法人が持つ能力・特性を最大限に活かし
て、入所者へのより良いサービスの提供をお願いす
るものです。浜美荘では入所者の高齢化が進んで
おり、介護を必要とされる方も増えています。町が
運営する現在の体制では、入所者への充分な対応
が出来なくなっている状況があります。そこで優れ
た経営理念と安定的な運営、更に介護等の専門的
な技術と見識を持つ社会福祉法人へ運営を移管す
ることとしました。公募方法などの詳しい内容は町
ホームページをご覧ください。

申込・問合せ先：
　健康福祉課高齢者支援係 72-1295

山都町消費生活相談室
いつでも、どこでも、身近な町で、ご相談ください。

消費者ホットライン　１
い や や

８８番

■今月は障がい者（児）の方に関する手当についてをご紹介します。
特別児童扶養手当
　20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいのある児童を養育
している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に
対し手当を支給します。（所得による支給制限があります。）
＜手当額等＞
○１級：１人につき　月額　５１，５００円　（平成28年度～）
○２級：１人につき　月額　３４，３００円　（平成28年度～）
※手当は４月、８月、１１月にそれぞれ前月までの４ヵ月分を支給します。
障害児福祉手当
　身体又は知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要
とする在宅の20歳未満の重度障がい児（者）に対し手当を支給します。（所
得による支給制限があります。）
＜手当額等＞　月額　１４，６００円（平成28年度～）
※手当は２月、５月、８月、１１月にそれぞれ前月までの３ヵ月分を支給します。
特別障害者手当
　身体又は知的・精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常に特別
の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度障がい者に対し手当を支給し
ます。（所得による支給制限があります。）
＜手当額等＞　月額　２６，８３０円（平成28年度～）
※手当は２月、５月、８月、１１月にそれぞれ前月までの３ヵ月分を支給します。
申請に必要なもの
　診断書、障害者手帳、申立書、印鑑　等（詳しくはお問い合わせください）

～申請及び問い合わせ先 ～
　　　山都町役場　健康福祉課　　72-1229
　　　清和支所　　健康福祉係　　82-2111  
　　　蘇陽支所　　健康福祉係　　83-1111 
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